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2020年 8月 14日 

 

会社法第 782条第 1項に定める事前開示書類 

(吸収分割に関する事前開示書類) 

 

東京都千代田区飯田橋三丁目 10番 10号 

ガーデンエアタワー 

(本店：東京都新宿区西新宿二丁目 3番 2号) 

KDDI株式会社 

代表取締役社長 髙橋 誠 

 

KDDI株式会社(以下「当社」といいます)と富士山の銘水株式会社(以下「銘水社」といい

ます)とは、当社を吸収分割会社とし、銘水社を吸収分割承継会社として、当社の営む、当

社が銘水社から購入した水パックに関する顧客への販売事業(但し、当社による当社が提供

するショッピングサービスの利用者への販売事業を除く。)に関する権利義務を、2020年 11

月 1日を効力発生日として、銘水社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます)

を行う旨の吸収分割契約を、2020年 7月 31日付で締結いたしました。 

本吸収分割を行うに際し、会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 183条により開

示すべき事項は、以下のとおりです。 

なお、本吸収分割は、当社においては会社法第 784条第 2項に規定する簡易分割となり

ます。 

 

1. 吸収分割契約の内容 

別紙 1に添付しています。 

 

2. 会社法第 758条第 4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

銘水社は、本吸収分割に際して、当社に対して、銘水社の金 9億円を交付します。

交付する金額については、分割する事業価値等を勘案し、銘水社と協議・交渉のうえ

合意にいたったものであり、相当であると判断しています。 

 

3. 銘水社の最終事業年度における計算書類等の内容 

別紙 2に添付しています。 

 

4. 銘水社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

(1) 銘水社は、以下のとおり資本準備金の減少を行いました。 

減少する資本準備金の額  509,347,500円 

効力発生日    2020年 8月 1日 

 

(2) 銘水社は、当社及び株式会社Aホールディングスとの間で、2020年 7月 31日付で、

2020年 8月 4日を譲渡実行日として、当社が保有する銘水社の株式 969,960株を

銘水社に、646,640株を株式会社 A ホールディングスに譲渡する旨の株式譲渡契約

を締結いたしました。 

 

(3) 銘水社は、当社との間で、2020年 7月 31日付で、当社の営む、当社が銘水社から

購入した水パックに関する、当社による当社が提供するショッピングサービスの

利用者への販売事業に関する権利義務を、2021年 2月 1日を効力発生日として、

銘水社に承継させる吸収分割を行う旨の吸収分割契約を締結いたしました。 
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5. 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

当社について最終事業年度の末日後に発生した重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 

 

 

6. 吸収分割が効力を生ずる日以降における当社の債務及び銘水社の債務の履行の見込み

に関する事項(なお、当社が吸収分割により銘水社に承継させるものに限る) 

 

(1) 吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務の履行の見込みに関する事項 

当社の 2020年 6月 30日現在の貸借対照表における資産の額及び負債の額は、

それぞれ 5,660,646百万円及び 1,780,087百万円であり、本吸収分割によって、当

社が銘水社に承継させる予定の資産の額及び負債の額の見込額は、いずれも 0円

です。 

また、2020年 6月 30日から現在に至るまで、当社の資産の額及び負債の額並び

に当社が銘水社に承継させる予定の資産の額及び負債の額の見込額に大きな変動

をもたらす事象は生じておらず、本吸収分割の効力発生日までにそのような事態

が発生することも現在想定されていません。 

したがって、本吸収分割の効力発生日以後の当社の資産の額は負債の額を十分

上回ることが見込まれます。 

また、本吸収分割の効力発生日以後の当社の収益及びキャッシュ・フローの状

況について、当社の債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は、現在想定されてい

ません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日以後においても、当社の債務の履行の見込

みがあるものと判断しました。 

 

(2) 吸収分割が効力を生ずる日以後における銘水社の債務の履行の見込みに関する事

項 

銘水社の 2020年 3月 31日現在の貸借対照表における資産の額及び負債の額は、

それぞれ 11,726百万円及び 9,765百万円であり、本吸収分割によって、銘水社が当

社から承継する予定の資産の額及び負債の額の見込額は、いずれも 0円です。 

また、2020年 3月 31日から現在に至るまで、銘水社の資産の額及び負債の額並

びに銘水社が当社から承継する予定の資産の額及び負債の額の見込額に大きな変

動をもたらす事象は上記 4.以外に生じておらず、本吸収分割の効力発生日までに

そのような事態が発生することも現在想定されていません。 

したがって、本吸収分割の効力発生日以後の銘水社の資産の額は負債の額を十

分上回ることが見込まれます。 

また、本吸収分割の効力発生日以後の銘水社の収益及びキャッシュ・フローの

状況について、銘水社の債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は、現在想定され

ていません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日以後においても、銘水社の債務の履行の見

込みがあるものと判断しました。 

以 上 
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